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はじめに

アメリカ発の経済危機は世界同時不況-と突

入した｡経済問題で倫理的側面を重視した理論

を打ち立てたノーベル経済学賞受賞者である､

アメリカハーバー ド大学のアマーティア ･セン

教授は､その危機の原因がグローバル化そのも

のではなく､アメリカの経済管理の誤りにあり､

それが相互依存の進む世界に広がっていったと

述べている｡つまりグローバル化はその過程を

可能にし､結果的に早くしたのである｡彼は新

自由主義という用語があるとして､用いている

が､この新自由主義という用語が､もし市場経

済に基礎を置くことを意味するだけなら､市場

経済はどこにおいても繁栄の元となるというこ

とですばらしい結果となる｡しかし､市場経済

体制はいくつもの仕組みによって動いているし､

市場はその一つに過ぎない｡だから､特に主張

していることは､市場の利用だけを考え､国家

や個人の倫理観の果たす役割を否定するなら､

新自由主義の将来は､飛躍発展しないだろうと

いうことである｡正に､アメリカ発の問題は､

ある部分ではこの倫理観からはずれたところに

端を発していると思われる｡

実際､アメリカの住宅価格下落をきっかけと

して起こったサブプライムローン問題は､当初

株価の下落など金融市場の混乱というかたちで

表面化したが､大手金融機関の巨額の損失計上

や関連業界の雇用削減､株式市場の長期低迷に

伴 う逆資産効果などを通じてアメリカの実体経

済にも影響をもたらすに至った｡特にサブプラ

イムイローンが証券化 ･再証券化といったプロ

セスを経て金融市場に拡散させたことが､倫理

観からみた 1つの問題点である｡このことでリ

スクの所在 ･規模が不明確になったことも､金

融市場における不安感をより一層増幅させるこ

ととなった｡この問題は証券化商品に対し信用

保険を供与する保険会社 (モノライン保険会社)

や政府系住宅金融機関の信用問題にも波及する

に至って長期化の様相をみせた(1)｡

この問題の関連損失は､2007年にバーナンキ

FRB議長が出した議会証言の予測500億-1000

億 ドル程度から2008年には1000億-5000億 ドル

-と上方修正されその後8,000億 ドルから1兆

ドル超など-と状況変化し､時間とともに問題

の大きさが再認識されるに伴って､世界貿易の

伸び率は下方-と向かっていった｡日本におい

ては､2008年度の貿易バランスなどは前年比80

%減まで下がったのであった｡2009年度の現在､

この比が少しづっ回復されていくことが期待さ

れている｡

この問題が起こるまでの世界貿易の伸び率は､

非常に順調であった｡伸び率は､価格要因 (輸

出価格指数)と数量要因 (輸出数量指数実質､
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輸出)に分解されるが､2007年度は輸出価格伸

び率が9.4%増 (ドルベース､IMF)となり､価

格要因が数量要因を大幅に上回った｡為替変動

要因も2007年の貿易額拡大に影響を及ぼした｡

また､日本円や香港 ドル以外の主要通貨が対 ド

ルで上昇 したため､ ドル建てでみた世界全体の

貿易額が押し上げられた(2)｡

過去10年間の貿易黒字の対名 目GDP比を見る

と､日本は平均で23%程度を維持 している｡一

方､所得収支黒字も拡大を続けてお り､2007年

は過去最高を記録 した｡国際収支の発展段階説

によれば､日本は貿易よりも投資で稼 ぐ成熟し

た債権国への移行が見込まれるが､少なくとも

ここ10年間は､貿易でも投資でも稼いできたと

いうのが実態である｡趨勢的な円安や世界経済

の拡大基調 といった国際経済環境が寄与してき

た側面もあろうが､この10年間の日本貿易の変

化は多様化とい う言葉でも特徴付けられた｡具

体的には､輸出先と輸出品目の多様化である(3)0

多様化の日本がこれからの関係で特に大切な

国の 1つとして中国をあげている｡例えば､非

貴金属資源の中でも埋蔵量が限られているか､

経済的 ･技術的な理由で抽出が困難な金属をレ

アメタルとい うが､ハイテク製品の原材料を中

心に広く使用されている｡埋蔵量や生産量が特

定国 ･地域に偏在 している場合が多い｡代表的

なものとしては､小型電池などに使用するリチ

ウム､コバル ト､マンガン､超硬工具やフィラ

メン トに使用するタングステン､特殊鋼などに

使用するモ リブデン､液晶画面などにしようす

るインジウムなどがある｡また､レアアースは､

スカンジウムやイットリウムなど計17元素の総

称であり､蛍光体や レンズなど､様々な用途で

使用される｡これらレアメタル ･レアアース類

の貿易は輸出ベースで見ると急速に伸びている｡

中でもレアアースは､世界輸出の81.2%を中国

が占めてお りこれからの中国の資源保護 ･内需

優先の動きにより､価格高騰の勢いはさらに増

してお り､日本にとって､これからの供給に懸

念を抱いている状態であり､ますます中国との

関係が重要なものとなる一例でもある(4)｡

また､食料問題に関しても､食料自給率の低

い日本にとって､考えていかなければならない

重要課題の 1つでもある｡現在の世界の穀物需

給状況は､天候変動と原油価格高騰が主因であっ

た1970年代の食料危機時と比較 して､より複雑

化 している｡食料不足の恐れを受け､国内供給

を優先して輸出規制の導入 ･強化を行 う穀物輸

出国が増えている｡国連によると､今後約20年

間で､世界の人口は毎年平均 1億 1千万人以上

増加すると見込まれており､食料需要の拡大傾

向は今後も続 くことが予想 される｡よって日本

においても､価格の高とまりにより､穀物貿易

の拡大は大きな問題を抱えている(5)0

このような状況下において､日本にとり､必

然的な取引が多様化すればするほど､その決済

方法は､標準的な方式だけでなく､電子化の流

れに向かっていくだろう｡本稿では､変化の速

い国際ビジネスの流れの中で取 り扱われる商品

の取引決済に焦点を絞 り､従来の貿易決済で中

心的役割を果たしてきた信用状取引-荷為替手

形決済､即ち貿易書類を担保 として担ってきた

貿易取引-そして､その後の変革の基となるペー

パーレスという電子書類と電子商取引の概念に

そって､これからますます変化し続ける電子決

済に的を絞 り､これからあるべき商取引決済-

と繋げる一考としたい｡

1.信用状統一規則の推移

旅行者信用状で見られるように､貿易決済に

不可欠な信用状固有の機能は､もともと依頼人

が信用状補強のために,発行者の高い信用を提

供することにあった｡これは持参人と受益者が

同一人となる形態である｡ 現在のロンドンに

おけるMerchantBank ない しAcceptingHouse

は､他地域特に外国にも名の知れた豪商である

信用状発行商人が､発行者 として手形引受け業

務を本業とした経緯がある｡このように､手形

引受け業務を本業 とするにいたって､そこに

｢発行依頼人｣と ｢受益者｣との分離が生 じ,現

代の信用状-の先駆けとなったのである｡
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20世紀の初頭には､依頼人としての買主が指

名する受益者が商取引の相手方である売主となっ

たり､また､依頼人に代わって銀行が､自ら手

形の名宛人となるなどの新 しい形式の信用状に

移行 した時期でもあった｡1927年､フランスと

ベルギーで取決めた､銀行の共同で決めた信用

状に対しての一定のルールが､現行の ｢信用状

統一規則｣の元となった｡その母体は英米の銀

行を除いていて､完全な形ではなかったが､

1933年度版 ｢信用状統一規則｣の誕生となった｡

戦後､アメリカの発案により改定された1951

年度版の ｢信用状統一規則｣には､日本を含め

30カ国の銀行が参加 した｡ そして次には､ア

メリカおよび旧イギリス連邦の銀行が積極参加

することになった1962年度版 ｢信用状統一規則

(ICC BrochureNo.222)｣(6)がまとめられ､

1972年 3月には175カ国の銀行により採択され

ることになった｡

このように外国貿易､為替取引の円滑化と発

展のため､名実ともに､信用状を制度化するこ

とに成功した意義は大きい｡ しかしその後 2カ

年間の国際状況が複雑かつ変動に富み､商取引

形態及び運送形態に大きな変遷があったため､

1974年12月に統一し､1975年10月に発効とした

改訂版がだされた｡

そもそも統一規則の目的は､国際商取引を行

う各国の取引者または取引相手に対し､紛争や

誤解の原因を取り除くことにある｡そのために

は､まず､国際的に通用する言語で､考え方や

言葉に統一性と正確性を持たせることである｡

次に､定義や用語を簡単明瞭にすることなどが

必要である｡

統一規則の冒頭に､"TheseProvisionsand

de丘nitionsandthefbllowlngarticlesapplytoall

documentary creditsand arebindingupon all

partiestheretounlessotherwiseexpresslyagreed"

とあるように､高速性の適用力は弾力性がある｡

国際間にまたがる支払いの授受の媒体である信

用状の円滑化により､信用状取引自体が､銀行

の与信行為の保護下に置かれることにより､安

全かつ確実なものとなるであろうし､その円滑
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化のために､制度化が必要となったのである｡

しかし､制度化といっても､法としての拘束

性はないのである｡起草者が銀行であることか

ら､これは"任意的基準"ルールとなってしまう

のである｡この統一規則の採用は､各国におけ

る各銀行の判断によるものである(7)0 1974年改

定規則採択国においても採択するのは､ある取

引を扱 う-銀行の自由である｡統一規則採択国

といえども､各銀行に対する強制力はない｡ま

してD/PD/A取引において､信用状統一規則

は何の拘束力をももち得ないのである｡従って

信用状統一規則は､この意味においても任意的

基準ルールであることがまず指摘されなくては

ならない｡

商事法の全分野に関して国際的統一が望まれ

ている現在､ローマに本部をもつ私法統一国際

協会､ユニ ドロワ"UNIDROIT"が1994年に公表

した ｢ユニドロワ国際商事契約原則｣"UNIDROIT

Principlesoflnt'lCommercialContracts"が国

際的に評価されつつある｡この採択者は､国連

国際商取引法委員会であるUNCITRAL "United

NationsCommissiononlnt'lTradeLaw" と南

北問題解決のため集められた国際貿易開発会議

UNCTAD"UnitedNationsConferenceonTrade

andDevelopment"である｡UNCITRALは1966

年に発足した国際売買､国際運送､国際支払､

国際保険､国際仲裁などが扱われる国際取引法

規を扱 う委員会で､広範囲にわたるのでその利

用の効果が期待されている｡

1983年度版統一規則に引き続き､1993年度版

信用状統一規則 (ICC BrochureNo500)にお

いて､時代的背景を伴った信用状の電子化の可

能性についての直接的に支障をきたす条項はな

い｡この場合､信用状の電子的な呈示は､通知

銀行からみた場合､合理的な手法で誰がコミュ

ニケーションを発したか分かればよいというレ

ベルである｡

国際間の物品売買において在来型の典型的な

決済のひとつである信用状付取引では､買手が



自己の取引銀行に対し､売手を受益者とする信

用状の発行を依頼することになる｡売手は信用

状に基づいて船積を行ない､信用状記載条項に

合致 した船荷証券を含む船積書類を作成 し,為

替手形を振出す｡輸出地の銀行が船積書類を担

保にし､その為替手形を買取ることで売手は貨

物代金を受領する｡買手は信用状発行銀行に送

付された取立手形を引受 ･決済することで船荷

証券を入手する｡ またD/P (DeliveryAgainst

Paymentでな く､ 従来 のDocumentsAgainst

paymentである)D/A取引では､上記のプロセ

スを信用状なしで行なう｡

しかしこの在来型の貿易取引は､様々な環境

要因を受け､変化してくることになる｡例えば､

国際運送のコンテナ化は､荷役作業の敏速化を

促し､加えて船舶の高速化､航空貨物の増加が､

輸送時間をかなり短縮させ､大量貨物を一度に

運送可能にする｡また､企業自己資金の潤沢化､

本邦為替管理の自由化､国際情報の充実化など

で､決済の方法も変化することになる｡

その変化に伴 う決済の派生型がある｡たとえ

ば①荷為替手形によらない売手 ･買手間決済と

して､送金ベースでの決済 ②清算勘定"open

Account"､Netting(BilateralorMultilateral)に

よる貸借相殺 ③信用状付輸出為替手形の純取

立扱い "PretendedBillsBought,PostPayment

Negotiation"これは手形買取による輸出金融は

不要とされ､売手は買手の手形決済後に電信買

相場で換算された円貨で手形代金を受け取る｡

④信用状のSilentConfirmation 通知銀行が発

行銀行とは無関係に信用状の受益者に対し輸出

に為替手形をwithoutrecourse条件で買取るこ

とを確約する｡⑤送金本邦ローン 船積書類は

売手から買手に直送され､銀行は買手が持込む

invoiceと B/LCopyに基づき本邦ローンを実行

する｡ また信用状条件に合致しない船積書類

であっても軽いdiscrepancyについては､売手が

銀行にL/Gを差し入れることにより手形買取が

行なわれている｡さらに買手-の船荷証券全組

または一部の直送を許容する実質stand-byL/C

同様の信用状もある｡以上に述べた変遷につい

ては､国際決済を理解するうえで､とても重要

なことであるため､"荷為替決済に伴 う変遷に

関Lで'について､拙稿で述べたこともある(8)0

前述した､近年の激動の変化に伴い､2007年

度版信用状統一規則 (ICC BrochureNo.600)

が､改訂された(9)｡その特徴といえば､構造的

な変更の一つとして､定義 (第 2条)および解

釈 (第 3条)を扱っている条文の導入である｡

銀行により果たされる役割の定義及び､特定の

用語及び出来事の意味を定めることで､その解

釈及び適用を説明するために繰 り返しとなる本

文の必要性を回避している｡同様に､解釈を扱っ

ている条文は､信用状に現れる漠然とした､ま

たは不明確な言葉からあいまいさを除去 し､

UCP (TheUnifわrm CustomsandPracticefわr

DocumentaryCredit)または信用状のほかの特

徴を明確に解明することを狙いとしている(10)｡

また､電子呈示に関する (UCP600)-の追補

第1.1版 (Supplementfb∫ElectronicPresentation,

Versionl.1)を伴っている｡それは､eUCPとい

う頭文字語を用いて他の条項と区別 している｡

これは､紙の書類と同等の電子呈示に適応す

るためのUCP600専門用語を容認 している｡ま

た､UCP600とeUCPの両方が一体となって働 く

ことを可能にする必要なルールを定めた定義を､

引き続き定めている｡eUCPは電子的に呈示す

ること､または紙の書類と電子呈示の混合を許

容している｡だからこれを利用するものは､多

くのUCP条文が紙の書類 と同等の電子呈示に

よって影響を受けないこと､そして､電子呈示

に対応するためにいかなる変更も必要としない

ということを理解 しなければならない(ll)｡

つまり1.1版の全条文は､それ らが電子呈示に

関係 していること以外､UCP600と整合 してい

る｡必要に応 じて､紙の書類と同等の電子呈示

に関連する独特な問題を解決するために､変更

がなされている｡

2.荷為替手形決済と貿易電子化

従来､国際商取引に持ちこまれる決済手段に
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は､種々のものがあるが､いずれを用いるかに

よって特殊具体的な環境のもとでの売手､買手

の利害関係が規定される｡そうした中にあり､

両者の利害の均衡化を探るなかで､貿易決済は

荷為替手形の出現を見ることになったのである｡

貿易取引のDocumentsの流れは従来の慣習 ･慣

行とそれに基づいて構築されたシステム ･業務

のいちばん洗練された形である｡この洗練され

た基本形は､次の新 しい展開をするときに必要

となるので､観点をかえて述べてみた｡

すなわち､荷為替手形により決済をまず売手

の立場から考えてみると､売手は約定品の船積

を完了するや否や､船積書類を担保 として為替

手形を振 り出し､これを為替銀行に買取らせて

輸出代金を入手することができるのであるから､

船積みとほぼ同時に代金がはいるという意味で､

C.0.D.にきわめて近い形で決済できることに

なる｡もちろん売手にとっては､金額前払いほ

どではないが､延払いや分割払いや､あるいは

また普通為替手形による場合にみられる通常の

危険負担からは､解放されることになる｡

一方､買手の立場にたって考えてみると､延

払いの場合の有利さはないが､前払いや分割払

いの場合のように､契約時や船積時に契約金額

の全額または一部分を支払わされるのに比べて､

この荷為替手形による場合には､約定晶が実際

に船積みされて､その積荷を証券化 した船積書

類という､いわば目に見えない商品と引き換え

に支払えばよいので､支払いに対する不安が全

然なくなる｡すなわち､前払いの場合のように､

代金は契約時に支払ったが､果たして契約条件

通 りに約定晶が船積みされるかどうか､といっ

た輸入品にとっての最大の心配が一応解消され

ることになる｡ したがって､買手の立場からみ

ても現品引換払いに近い形で取引できることに

なるので､結局､売買の当事者間における危険

負担の均衡について､ほぼその目的が達せられ

るかにみえる｡

そもそも､船積書類は､積荷を運ぶ船とは一

緒に送付せず､関係書類を第一券､第二券に付

帯させて航空郵送させるので､従来､積荷が目
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的地に到着する前に､すでに到着しているのが

通例であった｡巨大な量の鉄道貨物でも､一枚

のB/Lで､取り扱われており､ましてや､トラッ

ク､鉄道､航空運送は､航海中心時代の頃と比

べて事故も紛失も少なくなっているのである｡

また､運送の主流がコンテナ輸送の現代におい

ては､海上危険の保険負担率が大幅に下がるく

らい事故はほとんど無くなっている｡

このように貿易環境の変化に伴なってさまざ

まな形態や書類の変更が必要になるのである｡

貿易取引に電子書類の導入が求められる背景

には､現在における世界経済のグローバル化に

伴 うインターネットによるネットワーク化があ

る｡書類を中心とした情報交換では､コス トが

かさみ､非効率的である｡従来の貿易取引では､

多数の書類の作成と管理､そして､数多くの取

引当事者間の書類のやり取りや記載事項のチェッ

クなどが書類中心で処理されている｡そのため

に､書類の作成 ･管理コス トは､取引の増大と

共に増加 し莫大な額となっている｡

また時間の誤差が ｢船荷証券の危機｣とよば

れる問題を引き起こす｡これは､コンテナ船な

どの高速化で仕向港に積荷が着いても､銀行経

由の船荷証券が到着せず､積荷が下ろせないと

いう状態がある｡もちろんこの問題に関しては､

実際上､L/Gを売手が船会社に差し入れること

で､船会社はB/Lなしで 物品の引渡しを行なっ

ている｡だが､このことで船会社が負 うリスク

は大きい(12)｡

このように､書類をもとに構築された在来型

の貿易取引には､環境変化に伴い色々な問題が

生じてきた｡このような状況に対する対応策と

して日本では､まず船会社とフォワーダーある

いは荷主などを結ぶpoLINETやS.CノS.F .Net

を利用してきた(13)0

貿易取引における電子書類の普及を複雑にし

たのが､電子書類の供給者と需要者が同じプラッ

トフォームに存在し､電子書類における規格 ･

フォームの標準化が企業戦略として全てに利用

出来ないところにあった｡

それが､2009年になると､NVOCC (非船舶



運行業者)の国際組織TANDEMが､統一BLタ

ンデムBLの発行体制を整備 し､4月から運用

を開始 した｡従来､米メンバ一店社のCHパウ

エルが発行を代行していたのを､北米向けを除

いて統括機関タンデム ･グローバル ･ロジスティ

クス ･ネットワーク ･UA(TGLN)による一括

管理に変更した｡同時にクレーム処理体制の整

備や起用する保険会社米AVALONも決定した｡

日本からは参加 しているのは東海運輸 〔株〕で

ある｡BL名義にタンデムを利用することでの

顧客-の直接のメリットはないが､メンバ一店

社では知名度と信頼性の向上による貨物取扱い

の拡大が狙いとされる(14)0

また､金融機関を結ぶ全銀システム､国際間

ではSWIFT(The Society forWorldwide

lnterbank-FinancialTelecommunication)､

あるいは金融機関と企業を結ぶファームバンキ

ングや業界 VAN等が構築されている｡

SWIFTやrT-CLUB[ThroughTransport(mutual

insuranceassociation)CLUB]が発起人で､SWIFT

は銀行約7,000以上､そして､TT-CLUBは海運

会社､大手フォワーダー､港湾管理当局などが

参加 している相互保険組合が､BOLERO (Bill

ofLadingElectronicsRepositoryOrganization)

という組織を設立した｡ここは貿易金融サービ

スを提供する企業体であり､中立的存在をうたっ

ている.BOLEROとTEDl(TradeEJectronic

Date lnterchange)は共に貿易金融EDIと

呼ばれている(15)0

貿易金融EDIに対するメリットは､まず書類

偽造､変造が防止される｡ ｢B/Lの危機｣の解

消策である書類の搬送が迅速化される｡それゆ

えに搬送コス トの削減､搬送中のリスクが削減

される｡また電子書類の保管管理の迅速化によ

り､一元化などがされやすい.そして､貿易関

係書類の処理効率の向上がなされ､そしてチェッ

ク作業の簡素化､もしくは自動化される｡

もともと､貿易金融のEDIのデメリットは何

かといえば､｢安全性｣の問題であった｡これ

は技術面だけでなく法制面､行政面､事務面､

運用面などいろいろな局面におけるリスクに対

するもので､偽造 ･変造リスクの回避､安く確

実な保管管理など安全な取引が期待されるが､

難 しい面も多数存在する｡特に､｢貿易関係書

類相互間のチェック｣においてチェックを自動

化にするのは大変な作業であっただろう｡

貿易取引は､物品の売買契約､物品の運送､

代金決済などにより金融取引をその主要な構成

要素とするため､その過程において､売買当事

者､銀行､運送業者､通関業者､検数 ･検量業

者､倉庫業者､保険会社､許認可官庁､港湾管

理当局等､異なる国々の多種多様な業界 ･業種

に支えられて､取引が履行されていく｡

電子書類の価値は､まず､いかに多くの取引

相手が電子書類ネットワークに参加 しているか

に強い影響を受けるが､貿易取引を考えた場合

に実際にはネットワークに参加する数が問題と

なる｡次に､電子書類の価値は電子書類を使用

している企業がいかに数多くの相手先と取引を

しているか､どれほどの規模なのかで決まる｡

したがって､貿易取引を電子化する場合､こ

のように異なる業界 ･業種の多数の関係当事者

が関与し､異なる法律の関係当事者間で電子書

類の交換がおこなわれるという事実を踏まえて､

法律的に安全で確実な環境を構築する必要があ

る｡

貿易電子化の背景 として､第一に､SCM

(supplyChainManagement)の進展がある｡部

品の調達 ･生産 ･販売 ･物流 ･金融の業務の流

れを一つの大きな供給のチェーンとして捉え､

ITを使って融合させ､スピー ド化 ･効率化を図

る経営手法で､TimetoDelivery即ちスピー ド

化によって収益増 ･コス ト削減を図る｡Time

toMarket即ち受注から納品までスピー ドアッ

プさせ､物流 ･在庫の合理化を図る｡Timeto

Volume即ち大量生産にはいるまでをスピー ド

アップさせる｡そのためにはSCMのデータ元

管理 ･効率化 ･スピー ド化のインフラ ･電子化

が必要となる｡

第二に､9.11テロ事件後､各国のセキュリティ

強化の対応に一役買ったのも電子化である｡特

にアメリカでは､通関手続 ･検査がきわめて厳
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格になった｡特に (船積24時間前ルール)がカ

ナダ ･EU･豪州にも適用され､急速､電子化

が必要となった｡それに伴い税関の役割も輸出

入の通関から国家安全保障を担 う機関-と変化

していった｡

第三に､港湾 ･通関手続の窓口一本化 ･簡素

化である｡これは関係官庁などが港湾手続 ･通

関手続が複雑で､窓口も多すぎることから負担

を軽くするため､手続き ･検査を簡素化し､窓

口一本化にする｡また､日本の港湾競争力を増

やすために､貿易の電子化を整え､利用しやす

くする｡また､それが24時間税関や税関手数料

引き下げ-と動くのである｡

日本企業は､海外現地法人数が､増加 し､現

法との商流 ･金流を効率よく管理していくため

に､データの電子化が必要となる｡つまり､第

四として､企業のグローバリゼーションの進展

により電子化を促進させることになる｡

第五は､銀行のdocumentsベースの事務やデ

リバリーが､特にアジアにおいて､貨物の到着

より遅くなってきた｡例えば香港などの船積は､

24時間で土日も実施し､日本-は3-4日で到

着するが､銀行側の外為書類は土日が入れば5

日間かかるので､貨物より遅い到着となってし

まう｡また､企業の自衛手段としてB/L一部直

送条件が増加 したため､電子化による迅速化要

望が特に強くなった(16)0

3.電子決済

従来の貿易貨物に対する決済方法として､①

送金ベース (OPEN ACCOUNT)②取立ベース

③信用状買取ベース④決済前払と大きく4つに

分けられる｡

その中で今後､世界の貿易決済は更に､送金

ベース即ちOPEN ACCOUNT化が進んでいくこ

とが考えられる｡一方この進展に反して､中国

などアジアや新興国をのぞいてL/C･ドキュメ

ンタリー決済のウェイ トは下がっていくことに

なるだろう｡

OPENACCOUNT領域の更なる拡大が見込ま
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れることで､銀行側からみると､まず書類チェッ

クなどの業務負担は軽減されるが銀行の収益は

減少することとなる｡つまり､送金ベースは

Documentsが銀行に持ち込まれないので貿易の

商流情報が分からなくなるというマイナス面が

生じるため､一見､矛盾しているように思える

が､銀行としては､その詳しい情報を入手した

いニーズがあるし､また､L/CベースのL/C開

設料のように､送金ベースより高い収益性を確

保したいというニーズも大きい｡このように貿

易決済に関する様々なニーズのなかで､全ての

ニーズを満足させる手段がOPEN ACCOUNT

化の拡大に伴って出現する｡

顧客側から見ると､送金ベースだと､L/Cベー

スと比べて銀行宛支払い手数料が安くなり､銀

行宛提出書類が軽減されることになる｡また､

輸出顧客にとってL/C決済ベースだと､輸出者

側銀行が船積書類を買取するかたちで船積後す

ぐ現金化されるが､送金ベースだと本来の代金

回収が2- 3ケ月後となるので､現金化が遅く

なる｡その上､輸出者は輸入者を独自に信用判

断しなければならず貿易決済リスクが上昇する｡

これらのマイナス面を改善 した形で､TSU

(TradeSeⅣiceUtility)の重要性が顕著となっ

てきた｡例えば､TSUだと､まず輸出者が銀行

から貿易ファイナンスを受け易くなり､決済の

リスクを最小限にすることもできる｡そして送

金並みの迅速性を確保､コス ト面も押さえられ

るといった､これら全ての条件を満足させ うる

手段として､これからTSUがその役割を果たす

と期待されている｡

TSUとは､世界の主要銀行間での決済ネット

ワークSWIFTが主導で､外為に強い世界の銀行

との間で分析 ･議論して開発されたものである｡

銀行間での貿易電子化の仕組み 〔ビジネスモデ

ル〕をさしている｡これは､従来､世界の銀行

間での輸出入などの貿易書類は紙ベースである

が､｢船荷証券の危機｣ の言葉であらわされる

ように､貨物が先行して到着するなど時間がか

かりすぎる時代となってきた｡こうしたことか

ら､企業の物流と資金決済の効率化のために



TSUスキーム図

(出所)三菱東京UFJ銀行国際業務部 ･外為事務部TSU説明資料

TSUは､それぞれ迅速化 ･利便化を追求し､ま

ず貿易データの ドキュメンツチェックの電子化

による自動チェックを目標においた｡また､こ

うした貿易の電子データを通関業者や船会社な

どの電子化とも相互相乗 りできることも考えて､

TSUが編み出された｡

TSUは､貿易の当事者である輸出者､輸入者､

輸出側銀行､輸入側銀行の4者を中心に､銀行

間で貿易書類の電子化を行い､まず､ペーパー

レス化し､定型のフォームにする｡それを電子

データにて ドキュメンツチェックし､マッチン

グサービスを行 う仕組みである｡

この仕組みを活用 し､銀行は企業に､より早

く､より簡便なサービスができる｡それは柔軟

な貿易書類の処理と貿易ファイナンス提供の機

会を広げ､また銀行自身の事務合理化を可能に

させることになる｡また､企業はTSUを使って

SupplyChainManagementのいっそうの合理化､

ビジネスチャンスのスピー ドアップなどを可能

にする｡

TSUは､貿易電子化商品Boleroと異なり､銀

行間の貿易電子化メッセージインフラであり､

船会社､通関業者のインフラとも別個のもので

ある｡つまり企業はTSUに加盟する必要はない

が､企業から銀行-の貿易電子データベースは

利用可能である｡

TSUにおける決済に向けた新しい流れは､輸

出入の L/Cベース のTSUはLiteL/Cまたは

e-L/Cの名称にて､SWIFTが要件を固めてお

り､2008年11月からスター トしている｡これは

L/C付の ドキュメンタリーベース 〔電子信用

状〕まで開発することになる(17)0

三菱東京UFJ銀行国際業務部外為事務部の

説明資料によると､第一フェーズで銀行は､商

品の受発注のPurchaseOrder(SalesContract)

を基本データとし､その中の必要最低限となる

約120の項 目を抽出し 〔キーデータ ･エレメン

ト〕､貿易の相手国の銀行にそのデータをSWIFT

NetにのせてTSU経由送付することで､データ

を関係銀行間で共有し､P/0 (PurchaseOrder)

とInvoice,B/Lとの銀行側での煩雑な ドキュメ

ンツチェックや消し込み業務を自動化する｡

顧客が作成するP/0売買契約書をベースに輸

入銀行がInitialBaselineとしてTSUに掲示 し､

これに基づいて輸出銀行も輸出者からの売買契

約書の貿易データを入力し､機械で貿易書類の

整合性を自動チェックする貿易書類B/L/Invoice

を輸出銀行が入力 し､DataSetに変換して掲示

する｡

銀行と顧客の間のデータのや り取りは紙ベー

ス ･Fax･Webベース､各々の銀行のシステム

状況に合わせていかようにでも可能である｡銀
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行は顧客から受け取ったデータを手入力または

電子でXML (ExtensibleMarkupLanguage)転

換 しTSUに送信する｡

TSUの活用により､銀行は独 自の電子基盤が

なくともクロスボーダの電子貿易金融チェーン

に入ることが出来､TSUを使って貿易ファイナ

ンスとSCMの物流の合理化に寄与す るサー ビ

スを付加価値 としてつけていくことになる｡

同資料からみるとTSU利用の銀行 と企業の共

通メリットとしては､①貿易の実態がTSUによっ

てコンファームでき､偽造 ･架空の貿易取引や

条件を防ぐことが可能となる｡②輸出 ･輸入と

も､TSUを活用することにより､銀行にとって

のリスクも小さくなることから､銀行からの貿

易ファイナンスを受けやすくなる｡③貿易の決

済スピー ドが電子化により早くなり､資金コス

トの軽減や貨物の引き取 り早期化が図れる｡④

TSUを本格的に活用することにより､顧客のSup-

plyChainManagementの合理化進展に寄与でき

る｡

輸入者のメリットとしては､①相手の輸出者

のリスク､取引状況やコス ト構造にあわせたプ

ライシングの設定が可能となる｡例えば､囚

L/Cベース ･･新規顧客 ･リスクが高い顧客 ･

輸出者に取引銀行から輸出ファイナンスを受け

られやす くさせる｡匿ILiteL/Cベース ･･リ

ピータ顧客 ･輸出者に取引銀行から輸出ファイ

ナンスを受けられやす くさせる｡ 田 L/Cな

し (D/P･D/A) ･･リスクの低い顧客 〔子会

社など〕団 送金ベース (TSU)TSUを活用す

ることにより輸出者に取引銀行から柔軟にPur-

chaseOrderFinanceを受けられやす くさせる｡

園 送金ベース 〔一般〕 ･･リスクの低い顧客

で､貨物の安全性の高い取 り引きなど｡②pur-

chaseOrderFinanceなど､顧客のニーズに合

わせたファイナンスの享受が出来る｡③煩雑な

L/C発行などの書類作成の手間が省け､事務の

合理化が図れる｡④輸出者-のファイナンス機

能が付けられる｡

輸出者のメリットとしては､インボイスネゴ

シエーションなど貿易ファイナンスの弾力的享
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受 (ⅠnvoiceNegotiation/ⅠnvoiceDiscount)や顧

客内部での事務管理コス トの軽減化､また貿易

書類作成の事務プロセスの簡素化などがあげら

れる｡

近年､インターネット､ブラウザソフ トなど

ネットワーク関連技術の発展によりIT関連技術

がさまざまな業界分野で急速に適用され展開さ

れている｡内外で実験段階の電子マネー､アメ

リカ･オンライン､ヤフーなどの大手ポータル

サイ トのサイバーモールなどに象徴されるBtoC

〔企業一個人間〕取引はもとより､電子ブロー

キング､株式売買の電子化､商品先物､金融先

物取引､企業間相互間の取引､いわゆるBtoB

〔企 業 間〕 や 政府 関係 を中心 と したCALS

(commerceAtLightSpeed)導入の動きにい

たるまで､商取引の電子化は業務の種類､業界､

国境を超え､国家の経済活動にいたるまで広範

囲にわたり展開されて急速な発展を遂げている｡

おわりに

そもそも､企業の取引においてコンピュータ

は､今 日のECブームが始まる30年 も前にその

利用が進められている｡まず､企業の受発注業

務において求められる機械的な正確さ記録性は､

60年代に入るとすぐにこの分野-のコンピュー

タの導入を促 した｡この受発注の段階でのコン

ピュータの利用は通信システムと連動した電子

受発注システム :EOSは､付加価値通信網 :V

ANの出現によってその活用がいっそ う高まっ

ていった｡

この分野におけるコンピュータの利用が最も

早い段階での電子商取引という事になるだろう｡

また1960年代後半からは金融機関の業務の電

子化が急速に進んでいった｡まず最初に同一金

融機関でのオンライン化が進み同一金融機関な

らばどの店舗であっても預金の出し入れが可能

になり､つづいてCDの利用､公共料金の自動

引き落としが可能となった｡1965年にアメリカ

で販売時点情報管理-POSが開発 され､顧客と

の現金決済を効率化させるための顧客カー ドシ



ステムなどとも組み合わさったコンピュータが

導入されるようになった｡posは小売店で商品

を売ったのと同時にその時間､商品､金額､顧

客の情報などをデータベースとしてまとめ､把

握できるようにするシステムである｡このシス

テムの出現により､受発注業務が格段に簡易化

されることとなっただけではなく､顧客のニー

ズを数値としていち早く大量の情報を把握する

ことができるようになったことから､市場情報

の分析力を大幅に向上させ､受発注の予測制度

が格段に向上したのみならず新製品の開発に活

用されるまでになった｡1973年には各都市銀行､

地方銀行間で為替の取引を可能とする全国銀行

データ通信システムが稼動し始め､1970年代後

半からはCDに代わってATMが導入された｡

各金融グループ内でのオンライン化が進み､

1980年代後半以降になると各金融機関と､企業

を直接結び即時の資金移動を可能としたファー

ムバンキングが実施されるようになった｡今現

在においてはパソコンの各家庭-の普及とWW

Wの発展､および決済システムの確立とともに

急速に発展しつつある(18)｡

また運輸業界の電子商取引システムは､30年

前に各運送業者同士の電子商取引の規格の統一

が進められていた｡TDCC(TransportationData

CoordinatingCouncil)による規格開発である｡

当時産業のグローバル化が進みはじめていたの

と同時に各運送手段間での頻繁な積替えが行な

われるようになったことから､それぞれの運送

業者が個別に伝票を作成していたのでは事務が

煩雑になりすぎてしまうため､同一規格のEDI

がどうしても必要になったわけである｡この規

格は1975年に完成し､運輸業界の書類手続きの

簡易化に役立っただけではなく､他業界からも

EDI規格の雛型のひとつとして利用されること

となった｡ウォルマー ト社､Kマー ト社､シアー

ズ社､ トイザラス社などの大手の′｣､売チェーン

店は､それぞれに独自のEDIシステムを構築し

た(19)0

次に､貿易関連からみたここ2-30年間の電

子化の流れをみると､以下のようになる｡1980

年代には運送証券の電子化の試みが行なわれた｡

これは､全書類のEDI化が不可能なことやL/C

条件とのチェックが難しいことで実用化には至

らなかった｡1990年代には技術基盤が変化し､

インターネットなどの社会的展開が成された｡

大型コンピュータによる中央集権的なシステム

の時代から､パソコンによる分散処理の時代-

の変遷とインターネット関連ソフトの発達-と

移った｡そのために異機種間の接続が可能になっ

たので､BolerolnternationalLimitedが設立さ

れ､事業化に踏み切った｡貿易取引関係諸国の

貿易金融EDI取引に対する環境整備を持つこと

なく､この取引を可能とするための統一的な契

約を制定することで当事者にその法的基盤を提

供し､かつ書類による現在の取り扱いをシステ

ム的に規制することで有価証券のある船荷証券

性の取扱いを可能とした｡

これら情報化に観念的基礎を与えているのは

何かというと､その概念はテクノロジーが導く

可能性によって裏打ちされてはじめて成立する

モノである｡情報通信技術とは意味の伝達 ･蓄

積 ･処理加工において時間と距離を克服するた

めの技術であり､その進歩の目標はその可能性

を限りなく完全化することにある｡しかし時間

の距離の克服という過程が進んでいけばいくほ

ど､むしろ克服の程度の優劣は際立ってき､そ

れが価値をもちはじめる｡そうして発生する社

会的資源が ｢情報｣である｡

これからも､商取引が電子化によってもっと

大きく変化することは､予測がつくことである｡

電子化に伴って､今まで特別の範境に置かれて

いた貿易取引も､大きな商取引の中に取り込ま

れていく｡国境というものを考えたばあい､各

国の法的規制をどのように共通概念に限りなく

近づけるかという問題になるし､全ての国が電

子化されたと仮定した場合､従来の貿易取引の

中心問題は､金融､情報と､物理的な観点から

生じる輸送の3点-と集約されていくだろう｡

ただし､電子化については､各国とも経済水準
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が異なるためにインフラのための高額投資をど

こまでできるかになると､高度な技術をもった

国とそ うでない国の際立った二極分解が起こり､

前述 したように書類取引と電子取引はしばらく

は併存 していかなければならないだろう｡

これからの決済関係の現状および展望は､物

流合理化や仕入れ､生産､販売の効率化 ･迅速

化を経営全体で捉えるSupplyChainManagement

の中にあるといっても過言ではない｡

三菱東京UFJ銀行佐藤武男氏が主張されるよ

うに銀行は貿易の川上から川下までの様々な分

野で､ファイナンスにとま らず､幅広い Trade

Solutionを企業に提供することが求められる｡

同様に貿易においても輸入者､輸出者､船会社､

通関業者などの貿易当事者の電子化が独 自に､

また銀行を伴いなが ら進んでいる｡

SWIFTのTSUは世界のグローバルスタンダー

ドにな りうるもので､銀行間のメッセージ電子

化から入ったものであるため､浸透力は十分に

ある｡だか ら､貿易当事者がTSUを活用するこ

とで､企業のサプライチェーンマネジメン トや

船会社､通関業者の電子化ネ ッ トワークの同じ

土俵に上がれるようになった｡

銀行はTSUを活用することで､伝統的なL/C

決済 と送金決済に加えて､第 3の貿易決済 とし

てのTSU決済を創出し､ファイナンスや各種貿

易サービスの強化につなげていくことが大事で

ある｡また､今後銀行間の貿易データの電子化

であるTSUとアジアの荷主と税関の間の貿易デー

タの融合が図られることが､真の SupplyChain

Managementの発展のために必要である(20)｡
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注

(1) 『ジェ トロ貿易投資白書2008年度版』ジェ

トロ発行2008年 9月p.1

(2)同携白書 p.7

(3)前携自書 『ジェ トロ貿易投資白書2008年度

版』p.25

(4)前携白書 『ジェ トロ貿易投資白書2008年度

版』 p.ll

(5)前携白書 『ジェ トロ貿易投資白書2008年度

版』 p.12

(6) ThelntemationalChamberofCommerce

"Unifわrm CustomsandPracticefわrDocu-

mentaryCredits"

(7) "SubjecttoUnifわrm CustomsandPractice

for Documentary Credit(1974Revision)

IntemationalChamberofCommerce,Publi-

cationNo.290"の文言の導入により､各銀

行はこの信用状が改訂統一規則に準ずるか

否かが決定される｡

(8)拙稿 "BusinessNegotiationasthecoreof

thelnt'lBusinessCommunication"神奈川

大学国際経営論集第23号2002年p.252

(9) "subjecttoUnifbrm CustomsandPractice

forDocumentaryCredit(2007Revision)Inter

nationalChamberofCommerce,Publication

No,600"

(10)『ICC荷為替信用状に関する統一規則及び

慣例UCP6002007年改訂版』国際商業会議

所 日本委員会 2007年 2月p.15

(ll)同携書p.58

(12)前拙稿 "BusinessNegotiationasthecore

ofthelnt'lBusinessCommunication"pp254-
255.

(13)POLINET:船会社､フォワ-ダ,検数 ･検量

業者を結ぶEDI

S.C.Net;企業と船会社を結ぶEDI

全銀システム ;国内の銀行間を結ぶEDI
SWIFT;国際間の銀行を結ぶEDI

ファームバンキング ;銀行 と企業を結ぶE

DI

(14)2009年4月 7日 海事新聞

(15)これはEDEN;ElectronicDeliveryNegotiable

Documentsとよばれ通産省の電子商取引共

通基盤整備事業のひとつとして､1972年､

情報処理振興事業協会の公募により採択さ

れた｡このプロジェク トでは､船荷証券､

商業送 り状､梱包明細を電子化 し､船荷証

券の発行､買取り処理および貨物引渡し､

そして船荷証券の回収までの貿易金融取引



にかかわる業務を電子的に処理する実験を

行なった｡EDENプロジェク トの成果はプ

ロジェク トに引き継がれている｡

(16)佐藤武男著 ｢貿易の電子化の動きと銀行の

対応｣GLOBALAngle2007 5月 三菱U

FJリサーチ&コンサルティングp.13

(17)同掲雑誌 p.14

(18)井上英也著 『ェレク トロニック ･コマース

入門』 日本経済新聞社1998年pp26-29

(19)前拙稿 "BusinessNegotiationasthecore

ofthelnt'1BusinessCommunication"p.263-

264

(20)アジアの電子貿易化､

(DpAA(Pan Asian e-commerceAlliance)の

概要

アジアのクロスボーダにおける電子貿易ネッ

トワークで各国の税関のアライアンス

(塾pAAは荷主間の貿易データの電子化

③アジア経済圏における通関などの電子貿

易取 り引きの唯一のネットワーク

④安全なIT基盤の構築と､貿易のシームレ

スな環境の提供が目的である｡

⑤設立は2000年 7月で､メンバーは日本 ･

中国 ･韓国 ･香港 ･台湾 ･マカオ ･シンガ

ポール ･マレーシア ･タイの9カ国で､ア

ジア26万社の貿易関連企業が顧客となる｡

⑥ 日本では､港湾EDIシステム､Sea-NACCS

などを接続 し､関係省庁の手続きを一つの

窓口でできるようにして､貿易手続きの簡

素化や電子化を官民で行 う音頭をTEDIClub

が進めてきたが､NTTデータサービスが共

通Gatewayをめざしている｡

前掲雑誌 ｢貿易の電子化の動きと銀行の対

応｣p.16
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